
不動産登記規則（案）の概要

不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）及び不動産登記令（平成１６年政令第３
７９号）の施行に伴い，並びに同法及び同令の規定に基づき，並びに同法及び同令の規
定を実施するため，不動産登記法施行細則（明治３２年司法省令第１１号）の全部を改

正する不動産登記規則を制定する。

○ 省令（案）の概要
１ 総則（第１章関係）

用語の定義（第１条 ，登記の前後（第２条）及び付記登記（第３条）を定める。）

２ 登記記録等（第２章関係）
登記記録の編成方法等（第４条から第９条まで ，地図等の作成方法等（第１０条か）

ら第１６条まで 登記に関する帳簿 第１７条から第２７条まで 及び保存期間等 第）， （ ） （

２８条から第３３条まで）を定める。
３ 登記手続（第３章関係）

( ) 総則1
登記手続一般に関する通則（第３４条から第４０条まで ，電子申請の方法等（第）

４１条から第４４条まで ，書面申請の方法等（第４５条から第５５条まで ，受付，） ）

調査及び補正等（第５６条から第６０条まで ，登記識別情報に関する手続（第６１）
条から第６９条まで ，登記識別情報の提供がない場合の手続（第７０条から第７２）
条まで）並びに土地所在図等の作成方法等（第７３条から第８８条まで）を定める。

( ) 表示に関する登記2
表示に関する登記の通則（第８９条から第９６条まで ，土地の表示に関する登記）

（第９７条から第１１０条まで）及び建物の表示に関する登記（第１１１条から第１

４５条まで）を定める。
( ) 権利に関する登記3

権利に関する登記の通則（第１４６条から第１５６条まで ，所有権に関する登記）

（第１５７条及び第１５８条 ，用益権に関する登記（第１５９条及び第１６０条 ，） ）
担保権等に関する登記（第１６１条から第１７４条まで ，信託に関する登記（第１）

） （ ） 。７５条から第１７７条まで 及び仮登記 第１７８条から第１８０条まで を定める
( ) 補則4

登記完了証等の通知（第１８１条から第１８８条まで ，登録免許税額を納付する）

場合の申請情報等（第１８９条から第１９１条まで）及び登記の嘱託（第１９２条）
を定める。

４ 登記事項の証明等（第４章関係）

登記事項証明書の請求方法等（第１９３条から第２０５条まで）を定める。
５ 施行日

新法の施行の日から施行する（附則第１条 。）


